
 

平成 28年 4月 1日 

制      定 

駒澤大学 ＦＤ 憲章 

 駒澤大学は、学校法人駒澤大学憲章の理念に基づき、本学の Faculty Development（ＦＤ）を推進するために、 

この駒澤大学ＦＤ憲章を定める。 

一、 私たちは、常に新しい教育方法を模索し、教育活動の質の向上に努めます。 

一、 私たちは、常に自らの教育方法をふりかえることで、教育活動の改善に努めます。 

一、 私たちは、常に教員相互の情報交換をすることで、大学全体の教育の質の向上に努めます。 

一、 私たちは、常に学生、または社会からの声を大切にし、教育活動の改善に努めます。 

一、  私たちは、知を人類の資産として未来へ継承し発展させるよう、学生とともに歩むことを誓います。 
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